
特定施設に
該当

･確認申請で審査
･一部基準は条例
の届出で審査(県)

建築確認
申請あり

建築確認
申請あり

特別特定建築物
の建築に該当

公共の交通
機関の施設

条例の届出
で審査(県)

条例の届出
で審査(市町)

確認申請で
審査※

条例の届出
で審査(市町)

条例の届出
で審査(市町)

条例適用外

小規模購買
施設に該当

はい

いいえ

※21戸以上の共同住宅の場合は条例の届出（共同住宅建築等届）も必要（市町で審査）
※条例独自の基準に係る整備箇所を含む場合は条例の届出も必要（市町で審査）

お問合せ先：市町

お問合せ先：市町

お問合せ先：市町

お問合せ先：提出先の特定行政庁
又は指定確認検査機関

お問合せ先：県（都市政策課）

お問合せ先：県（都市政策課）
（一部基準）

お問合せ先：提出先の特定行政庁
又は指定確認検査機関
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